
 

「川柳とエンゼルの里」農地活用推進特区 

 
都道府県名： 岡山県 

申請主体名： 久米南町 

区域の範囲： 岡山県久米郡久米南町の全域 

 
特区の概要：  久米南町では、過疎化・高齢化に伴う農業の担い手不足を背景とし

て、耕作放棄されている農地が増加傾向にある。これらの遊休農地の活

用を図り、地域農業の活性化、農業振興を推進するため、小面積での農

地取得を可能として都市住民、定年帰省者などの新規就農者等の新たな

担い手への農地の権利移動を進めていく。 

 
適用される規制

の特例措置： 

・農地取得後の農地下限面積要件の緩和 

 

日本の棚田百選に認定されている「北庄棚田」 都市部住民を招待しての農業体験交流会 

 

久米南町 


